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介護を「予防」するサービスや事業がはじまります
　平成１２年に介護護保険制度が始まってから，認定を受けている人は要支援や要介護１を中心に年々増加し

ています。これらの軽度（要支援、要介護１）の方は，外出する機会が少なかったり，部屋の中でも横になっ

ていることが多いなど，生活が不活発である方が多いようです。

�今回の介護保険制度の改正では，介護度が軽度の人，または認定は受けてはいないけど日々の生活に不自由

が生じている人を対象に，できるだけ自立した生活が送れるように，新しく「地域支援事業」や「介護予防サ

ービス」が新設されました。

�また，介護など高齢者が地域で生活する上でのさまざまな相談に応じ，介護予防プランを利用者と一緒に作

るために「地域包括支援センター」が設置されます。

【平成１８年４月からの新しいサービス利用の流れ】
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できるだけ介護が必要とならないように，また介護が必

要となってもその人の送りたい生活を実現するために介

護予防プランを作成します。

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）が，利用者や家族の
要望を聞き，ケアプランを作
成します。

地域支援事業の利用

運動器の機能向上や栄養改善，

口腔機能の向上，閉じこもりや

うつ，認知症予防などの介護予

防教室を利用できます。

介護サービスの利用

今までと同様の介護サービ

ス（居宅サービス・施設サ

ービス）が利用できます。

介護予防サービスの利用

本人ができることを引き出しながら，

介護予防訪問介護や介護予防通所介護，

介護予防通所リハビリテーションなど

のサービスが利用できます。

�使わない機能は衰えてしまいます。「年だから」，「病気だから」と思って出歩くことが少なくなったり，

家に居ても活動することが少ないと，筋肉の力が落ちたり，関節が硬くなったりします。また，骨がもろく

なったり，心臓や肺の動きも弱り，周囲への関心や知的活動が低下したりします。

�このように，生活が不活発なことが原因で全身機能が低下するのが生活不活発病です。

�歩行や食事，入浴，トイレなど身の回りの動作に不自由が出てきて，そのことで更に家事や人との交流が

狭まり，やがて介護が必要となります。

�毎日の生活を活動的にし，自立した生活を送るように心がけましょう。

【生活不活発病ってなに？】


